
令和７年度 人権教育・啓発講師および 

     事業所人権啓発責任者研修会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶▶ 講師 三木
み き

 幸
ゆき

美
み

 氏 

（公益財団法人とよなか国際交流協会事業主任） 

▶▶ 日時 令和 8年 2月 16日（月）９:00 

        ～令和 8年 3月 1６日（月）１８：００ 

 

  

 

 

 

   開催形式 オンライン開催（YouTube録画配信） 

   申込締切 令和 8年 3月１３日（金）１７時 

   申込方法 下記ＵＲＬもしくは二次元コードの申込フォームに、 

必要事項を入力してください。 

https://forms.office.com/r/KGrVTxSkjb 

 

   参加方法  

①申込いただきましたメールアドレス宛に研修動画のＵＲＬをお送りいたしますので、期間内にご視聴ください。 

   ②福井県地域福祉課のＨＰに福井労働局の公正採用選考に係る資料およびその他の人権課題に関する資料を

掲載いたしますので、ご覧ください。 

   ③動画視聴後アンケートへのご協力をお願いいたします。 

 

  お問合せ先  福井県地域福祉課人権室   TEL: 0776－20－0328 

MAIL: jinken@pref.fukui.lg.jp 
 

福井県人権シンボルマーク 

 

 

---講演会概要--- 

「部落問題は放っておけばなくなる」「昔みたいな差別ってもうないよね？」 

しかし現在もマイノリティの差別は存在し、日本社会で暮らすマイノリティが生きづらさを感じる状況が 

少なくありません。 

言葉がひとり歩きしがちな「人権」「差別」「多様性」。それらの言葉はマイノリティを優しく受け入れるため

ではなく、今この社会に暮らすからこそ、全員に必要だといえます。私たちがともに生きる社会には何が

必要なのか。私たちがともに生きられる社会について、一緒に考えましょう。 

主催 福井県／福井県教育委員会  共催 福井労働局／公共職業安定所 

 

https://forms.office.com/r/KGrVTxSkjb
tel:0776－20－0328
mailto:jinken@pref.fukui.lg.jp

